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                  〇            

              午前  ９時５９分開会  

〇委員長  ただいまから建設経済環境委員会を開会いたします。  

                              

〇委員長  初めに、傍聴についてですが、申出の人数が 10人を超えた場合には、当

委員会室に傍聴者全員が入ることはできません。そこで、当委員会室で傍聴できる

方を傍聴受付の先着順としたいと思いますが、いかがでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、傍聴を許可することとし、当委員会室で傍聴する方は傍聴受

付の先着順によることとします。委員会室に入室できなかった方につきましては、

控室で音声を聞くことができますので、よろしくお願いいたします。  

 では、本日は配付の審査区分表に従い、審査を進めてまいりたいと思います。な

お、質疑の方法は一問一答方式を基本とし、採決は各区分の質疑が終了した後、１

件ずつ行います。  

 委員長から執行部にお願いいたします。答弁に当たっては、委員長と発言の上、

挙手をしてください。発言の許可を得た上で必ず所属と名前を述べ、簡明な答弁に

努められるようお願いいたします。また、答弁漏れのないよう御注意願います。  

 なお、執行部には反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは反問し

ますと申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められません。また、

反問が終了した際はその旨の発言をしてください。  

 重ねてお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切るかマナー

モードに設定してください。また、持込みが認められたタブレット端末以外の電子

機器の持込みは禁止されておりますので、御注意ください。  

 最後に、本日は必要に応じ休憩を入れ、換気を行う場合がありますので、よろし

くお願いいたします。  

                              

〇委員長  それでは、議案審査に入ります。  

 議案の審査に当たって、質疑を行う際にはくれぐれも一般質問とはならないよう

御注意願います。  

まず、議案第１区分、議案第 11号、令和５年度柏市一般会計補正予算当委員会所

管分について、議案第 13号、令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整

理事業特別会計補正予算について、議案第 15号、令和５年度柏市水道事業会計補正

予算について、議案第 16号、令和５年度柏市下水道事業会計補正予算について、議

案第 21号、令和５年度柏市水道事業会計補正予算についての５議案を一括して議題

といたします。  

本５議案について質疑があれば、これを許します。  

〇田口  会派説明の際は、こちらの考えをお伝えした上で丁寧に御回答いただきま

して、ありがとうございました。本日もよろしくお願いいたします。  
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 まず、議案の 13号ですけれども、北柏駅北口の件ですけれども、こちらは継続費

ということで、市民にとってはちょっと分かりにくい言葉だと思いますので、ここ

を含めて市民に分かるような御説明をお願いしたいと思うのですが、よろしくお願

いいたします。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  今回の事業は、調整池を整備する工事の予算措置で

ございまして、今回の継続費の設定というのは、工事の期間が令和５年から令和７

年度にかけて３か年にまたがる工事となっております。そのために、予算措置的に

は継続費３年間の事業ということで、予算の担保をさせていただくことを財政課と

協議させていただいたもので、工事としましては、継続的に事業を進めていくため

に、長期にわたって予算を確保するために３か年にまたがって確保するものです。

今回に限りましては、令和５年度、これから御承認いただいた後、発注手続に入り

まして、５年度の予算としましては、予算はゼロ円なんですけれども、６年度２億

5,000万円、７年度３億 5,000万円ということで予算措置をさせていただくように上

げている内容になっております。以上です。  

〇田口  申し訳ないんですけれども、継続費というものについて、例えば今インタ

ーネットでこれを見ている方、ちょっと分かりづらいのではないかと思いますので、

行政としては基本的なことだとは思うんですけれども、そこを御説明をお願いでき

ればと思います。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  事業の期間が長くなるのと、予算が大きくなること

で、単年度で執行できるお金が、全部のお金が一気にできるわけではございません

ので、年度割りをしまして、年度ごとの予算を措置して、その都度できる範囲で予

算を執行していくというような形で、長期的に必要なんですけど、一気に６億円必

要というわけではございませんので、複数年度にわたって予算を確保する方法でご

ざいます。以上です。  

〇田口  今後のことを一応決めておくということでよろしいでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  おっしゃるとおりで、全体の枠を確保した上で年度

割をさせていただいて予算確保する手法でございます。以上です。  

〇田口  それでは、まとめてなんですけれども、上下水道局の予算につきまして、

こちらも申し訳ありません、市民に分かるレベル、易しく内容をお伝えいただける

とありがたく思います。  

〇施設管理課長  水源設備の更新でよろしいでしょうか。  

〇田口  ここに上がっている議案全てということでお願いいたします。  

〇施設管理課長  継続費の第五水源地受水井耐震化等実施設計委託なのですが、当

初３か年で、３年、４年、５年度で見ておったのですが、設計の途中において、平

成 22年度に実施した水源地施設耐震診断及び耐震化計画策定業務委託において、第

五水源地の受水井は耐震補強する方針で決定していたのですが、当該実施設計にお

いて平成 27年の千葉県北西部直下地震の波形データを基に解析を行ったところ、費

用対効果の面で耐震補強ではなく更新したほうが優れているということで、再度設
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計を見直すということで今回１年度延ばすことになりました。次の第五水源地受水

井耐震診断及び配水池更新事業なのですが、現在設計委託を進めている段階で、今

年度から工事を実施するということはちょっと困難なものですから、今回は継続費

を廃止ということで上げさせていただきました。以上でございます。  

〇田口  15、 16、 21についてなんですけれども、このほか御説明いただけますでし

ょうか。  

〇下水道工務課長  私のほうから 16号のほうの下水道事業会計の補正予算について

説明させていただきます。こちらのほうで上げさせていただきましたのは 3,000万円

になるんですが、これについては来年度予算の約束として 3,000万円の予算を今回補

正で債務負担で上げさせていただいて、発注を今年度中に行いたいと思っておりま

す。内容につきましては、測量委託 1,500万円と工事について 1,500万円ということ

で上げさせていただいて、今年度契約して、来年度の４、５、６で工事や委託の関

係、そこら辺の発注の平準化を図るために今回上げさせていただいたものとなりま

す。以上となります。  

〇田口  21については、どうでしょうか。  

〇料金課長  12月補正につきまして、こちらは水道料金減免事業ということで上げ

させていただいたものになりますが、物価高騰における本市全体としての支援を行

うという、その一貫といたしまして、水道使用者の経済負担を軽減するということ

を目的として、一般財源からの補助を受けまして、引き続き２回目の水道料金の減

免を行うと。 11月、 12月、既に今行っている最中なんですけれども、引き続き１月

と２月の水道料金の減免を行うということで、市全体の施策の中で決定いたしまし

たので、その費用になります。こちらの 363万円につきましては、事務費になりまし

て、周知文のほうを配布する委託料となっております。以上です。  

〇松本  先日は、閉会中の審査に御協力いただきましてありがとうございました。

このところコロナで開かれていなかったんですけれども、やはり多岐にわたる委員

会なので、しっかりとそうしたことを調べていけたらと思います。以前は委員から

幾つかと執行部側からこういったことを知ってもらいたいということで上げてもら

っていたので、その辺、執行部からも積極的によいこともよくないことも早めに報

告していくことが必要かと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。  

 北柏のところなんですけれども、この予算の減額、１番のところ、事業内容の見

直しについてお示しください。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  今回予算につきましては、２号調整池という工事に

関する予算措置でございまして、当初は令和５年度に発注する予定で予算措置をさ

せていただいていました。５年、６年にまたがる工事として執行を予定させていた

だいていまして、当該年度５年度で１億 4,252万 7,000円で債務負担を持っていまし

て、６年度に２億 4,964万 5,000円ということで２か年にまたがっていたんですが、

今回ちょっと設計内容と発注時期がずれたことで見直しをかけさせていただきまし

て、債務負担を取りやめさせていただいて、新たに継続費として工事費を組み上げ
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て今回議案として出させていただいた案件です。以上です。  

〇松本  毎年のように減額が出されていまして、全体的なスケジュールとしては遅

れが出ていると思うんですけど、どのようなスケジュールでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  工事のほうは計画的に発注しているのですが、一部

遅れが生じていることも事実です。しかし、令和７年度の概成に向けて調整を図っ

ておりまして、工事完了、概成時期は、今のところ見通しとしては完成を見込んで

おります。以上です。  

〇松本  了解しました。11号なんですが、道路維持管理事業、この 4,300万円の増額

理由についてお示しください。  

〇道路保全課長  今年度当初予定していたよりも、今年の夏の暑さの影響もあり、

草の伸び、生え具合がかなり早かったものですから、要望件数が多くて、その除草

とか、それから側溝清掃、そういった関係の増額分として 4,300万円の増額を要望し

ております。  

〇松本  道路の草が生えて、やはり見通しが悪くなっていると非常に危ないですの

で、そこはしっかりやっていただきたいと思います。あとまた、陥没とかで毎年ち

ょっと賠償が発生するようなこともありますので、その辺の点検はどのように行っ

ていますでしょうか。  

〇道路保全課長  定期的に現場に出る際などにはパトロール等を行いながら、必要

なところに関しては簡易的な補修を行い、その後本格的な業者による補修などを行

っております。以上です。  

〇松本  私も気になるところとしては、遊水池の農道と言われる市道なんですけれ

ども、あそこがいつも崩れがちになっているので、注意していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。  

〇道路保全課長  特に委員御指摘の中央幹道と呼ばれる遊水池の道路につきまして

は、月に１回職員による点検を行っております。以上です。  

〇岡田  私も１点だけ質問させていただきたいと思います。今松本委員からもあり

ました道路の維持管理事業なんですけれども、本当に今年の夏は大変暑かったとい

うことで、草の伸びとか、木々が伸びるのが大変早くなっているというのは私も肌

で感じています。来年度の予算については、ここら辺は反映されていくのでしょう

か。  

〇道路保全課長  予算上では、過去の４年、５年、そういった５年間の支払いの状

況を見ながら予算の要望はしております。完全にその予算で補えるかどうかは、そ

の年の生育だったり環境によってちょっと違いますので、必要に応じてまた補正予

算なりということの要求を出すことはあるかと思います。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑はございますか。   なければ、質疑を終結いたします。  

                              

〇委員長  議案第 11号、令和５年度柏市一般会計補正予算、当委員会所管分につい

て採決いたします。  
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本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 11号、当委員会所管分については原案のとおり可決すべきものと

決しました。  

                              

〇委員長  続きまして、議案第 13号、令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土

地区画整理事業特別会計補正予算について採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  議案第 15号、令和５年度柏市水道事業会計補正予算について採決いたし

ます。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  議案第 16号、令和５年度柏市下水道事業会計補正予算について採決いた

します。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  続きまして、議案第 21号、令和５年度柏市水道事業会計補正予算につい

て採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了いたします。  

 次に、第２区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。あわせて、関係する各課で入室していない方は入室をお願

いいたします。  

                              

〇委員長  次に、議案第２区分、議案第４号、工事の請負契約の締結について（柏

市清掃工場基幹的設備改良工事）、議案第６号、指定管理者の指定について（市営

住宅及び共同施設等）、議案第７号、指定管理者の指定について（あけぼの山公園

及び柏市あけぼの山農業公園）、議案第 10号、示談の締結及び損害賠償の額の決定
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についての４議案を一括して議題といたします。  

 本４議案について質疑があれば、これを許します。  

〇上橋  まず、議案第４号のところで、北部クリーンセンターの 18年稼働延長のた

めの改修というところで質問させていただきます。今回が最後の改修になり、 18年

稼働を延長させるためということを会派説明会でも伺いました。また、昨日まであ

った議案質疑並びに一般質問でも、ゼロカーボンアクションプランというところで

たくさん話に、いろんな議員であったり執行部からの議論の中で出てきていたワー

ドでもございまして、私もこのゼロカーボンアクションプランのところは非常に、

自身の質問の中では取り上げませんでしたが、興味のあるところでございまして、

あともう一点、事前の議案説明のときに、余熱利用設備のところで発電量が 2,000キ

ロワットまで増えるという説明を会派別の説明会のときに伺ったのですが、この発

電量、今回改修に伴って発電量が増えて、そのエネルギーの利用の使途とか用途を

どう考えているか、改めてお聞かせ願えますでしょうか。  

〇清掃施設課長  現在の北部クリーンセンターの発電能力は 1,300キロワットです

が、改修後は 2,000キロワットの能力となります。北部クリーンセンターにおける発

電の余剰電力につきましては、隣接する柏寿荘で活用するほか、他の公共施設での

活用について今後検討してまいりたいと思っております。以上です。  

〇上橋  あと、会派別説明会のときには、今まで売電もしていたというところであ

ったり、今も続けているのかもしれないんですけれども、この売電のほうは、今後

も考えているところでしょうか。  

〇清掃施設課長  現在も売電を行っておりますが、基本的には公共施設等で活用で

きる場合は活用していきたいと考えております。それ以外に余ったものにつきまし

ては、売電を引き続き考えております。以上です。  

〇上橋  仮に売電するとしたら、何割ぐらい、何キロワット分ぐらいになるんでし

ょうか。  

〇清掃施設課長  詳細な数値につきましては今後詰めていきたいと思いますが、現

在の売電量よりも５倍程度売電が可能になると考えております。以上です。  

〇上橋  分かりました。売電して収入になるのは、市の一般財源とかの収入という

ことでよろしいんですか。  

〇清掃施設課長  市の収入となります。以上です。  

〇上橋  分かりました。私も、たくさん発電できるので、もちろん余剰が出たのを

売電することはよいことであると思うんですが、これからのゼロカーボンアクショ

ンプランだったりＳＤＧｓの観点からして、施設とかで消費するというところをや

っぱり主にしていきたいので、どうしても余剰が出るかもしれないですけど、それ

こそ先ほども答弁にありましたように、新しい公共施設も含めて、やはり消費、売

るよりも使うことを重きに置いていってほしいということを求めるところでござい

ます。  

 まだこの話を続けさせていただくんですけれども、質疑並びに一般質問とか会派
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別の説明会のときとかにも、これはほかの議員であったかと思うんですけれども、

公用車のＥＶ化ということであったり、ごみ収集車とかの電気自動車というのはま

だ今のところ選定が難しい。多分メーカー側も開発するのに難しいとは思うんです

けれども、例えばいわゆる普通車にカテゴリーされる市の公用車は、今回の質問と

かでも出てきたように、これから電気自動車化していくという話もあったと思うん

です。繰り返しになりますけれども、例えばここに電気自動車の充電設備を設ける

ことだったり、ここを充電ステーションにするということ、私もそれは賛成すると

ころなんですけど、来庁者向けに公開するとか公用車の充電というところ、両方含

めてなんですけれども、どうお考えになりますか。  

〇清掃施設課長  基本的に電動自動車の普及につきましては、充電スポットの充実

というのも両輪で必要になると考えております。今回の北部クリーンセンターの改

修におきましても、充電設備につきまして検討してまいりたいと思っております。

以上です。  

〇上橋  あともう一つ、柏寿荘での利用というところで、これは現在もやっている

ということで、これから発電量が増えればもっとというところでよいと思うんです

けど、私は年齢とかもあり、利用したことはないんですけれども、たしかここは利

用者向けの大浴場があるというところだと思うんですけれども、南部クリーンセン

ター、リフレッシュプラザ柏なんですけど、電気としてだけではなくて、これを例

えば浴場のボイラー、沸かすのとか、そういう利用方法というのはどうなんですか。 

〇清掃施設課長  現在柏寿荘につきましては、北部クリーンセンターからお湯を供

給しています。電気は今のところ供給できておりません。新たに今回の改修に伴っ

て追加で電気を送って、活用していきたいと考えております。並行して、これまで

と同じようにお湯につきましても活用してまいりたいと思います。以上です。  

〇上橋  教えていただきありがとうございました。私も勉強してまいりたいと思い

ます。  

 あともう一つ、提案も含めてになると思っているんですが、柏寿荘は柏市の指定

避難所に指定されているところで、今回柏寿荘というところでは、避難所の質問の

中ではなかったんですけれども、例えば災害時のこととかを思って、柏寿荘に電気

の供給も考えているのでしたら、蓄電池設備だったりパワーコンディショナーの導

入とかをして、自家消費で、停電を伴うような災害があったときの非常用電源とし

て使うとよいのかなと私なりに考えるところなんですが、見解をお示し願いますか。 

〇清掃施設課長  基本的に災害時にあっても、北部クリーンセンターが稼働してい

るうちは発電が可能ですので、柏寿荘に災害のときも継続して電気が送れると考え

ております。ただ、工場が止まってしまったときには柏寿荘への送電も止まってし

まいますので、その際にどのように電源を考えるのかにつきましても、今後柏寿荘

に電気を送ることに伴いまして、一緒に検討してまいりたいと思います。  

〇上橋  いろいろ御見解などありがとうございました。共に考えていければと思い

ます。  
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 では引き続き、議案第 10号の示談の締結及び損害賠償というところで質問させて

いただきます。実際事故が起きてしまったということで、この示談に関する予算と

いうところはもちろん致し方ないところであると思いますし、議案説明書にも書か

れてあるとおり、今後の安全教育というところでは本当にお願いしたいところでご

ざいます。確認も含めてになるんですけれども、今回ごみ収集業務に当たっていた

最中の事故だったということなんですけれども、収集員の方々って、例えば何時ま

でに集積所を何か所巡って、何時までにクリーンセンターに搬入しなきゃいけない

とか、そういうノルマ的なところってあるんですか。  

〇北部クリーンセンター所長  収集作業、直営の部分は８時半、正確には８時 35分

に北部クリーンセンターを出発します。 12時に清掃工場の入り口が閉まってしまう

ので、 12時までに午前中の作業を終わらせます。その後、お昼休みを入れまして、

１時５分頃に北部クリーンセンターを午後の部として出発します。４時に北部クリ

ーンセンターの正門が閉まってしまうので、今現在は３時を目安に戻ってくるルー

トで運行計画を立ててございます。以上でございます。  

〇上橋  委託業者に関しては、各社によるんでしょうけれども、やはりクリーンセ

ンターの閉門時間というところは決まっているので、委託業者にはそれまで来るよ

うにという指示をしているということでよろしいですか。  

〇北部クリーンセンター所長  おっしゃるとおりでございます。  

〇上橋  分かりました。では、まだ私も調べ不足というところで、ここで教わるよ

うになってしまうんですけど、直営の業務に従事されている方と委託業者は何者に

なっているんですか、今。  

〇北部クリーンセンター所長  委託業者は、現在２業者で行っております。以上で

ございます。  

〇上橋  直営の収集員と委託業者で何区画分かれているとかって教えてもらってい

いですか。  

〇北部クリーンセンター所長  じんかい車の台数レベルで申し上げます。直営のほ

うが基本６台、１委託業者が同じく６台、もう一つの委託業者さんは５台分を基本

として委託業務を行ってございます。以上でございます。  

〇上橋  ６台、６台、５台で、 17台で分かれていて、今回事故が起きてしまいまし

たけれども、基本的には無理がなく、私がこういう発言に至っているのは、どうし

ても焦ったりしている心理が働いていたのではないかと思うところがあるんですけ

れども、基本的には無理なく１日の収集業務が完結できるというふうに考えていら

っしゃいますでしょうか。  

〇北部クリーンセンター所長  おっしゃるとおり、そのように考えているんですけ

れども、特にマンションとかアパートといった集合住宅には管理人さんがいらっし

ゃるときがございます。予定時間というのは定めていないんですけれども、道の混

雑状況とか、そういうところで多少遅延してしまうときに、いつもの時間に来ない

よとか、そういう我々職員にとってはプレッシャーになるお問合せがあるので、そ
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の辺でちょっとゆとりを持てないときが主に事故に至る過程にあるのかなとは考え

てございますが、基本的にはゆとりを持った行動をさせるようにしてございます。

以上でございます。  

〇上橋  分かりました。やはり危険回避ということで、それでもどうしても焦って

しまうところもあるとは思うんですけれども、やはりその焦っている心理でどうし

ても事故は起きやすくなってしまうと思うので、安全教育も含めて、そういうとこ

ろでこれからも直営の職員及び委託業者も含めて指導をお願いしたいなということ

でございます。  

 あともう一つ、安全教育というところになるんですけれども、前回の第３回定例

会中のこの委員会の場でたしか坂巻委員が言及されていたと思うんですけれども、

左側通行であるのに、右側のほう、反対車線で停車して収集を行うという姿、私も

これ本当によく目にしまして、カラーリングが違う車もあるので、委託、直営も含

めて、いろんな方が実際されているのかなと思うんです。収集員の心理としてやっ

ぱり効率的にルートを回りたいとか、いちいち遠回りとかターンしたりしていられ

ないと。慣習として、今まで先例もあったし、続いているのかなと思うんですけれ

ども、やはりこれ道路交通法違反のことでもありますし、当市の収集業務としてそ

れをやっていくのはよくないし、改善していくべきだと思うので、安全教育の際に、

この反対車線に止めることはもうやめるようにということも本当に改めてお願いし

たいんですけど、お願いできますか。  

〇北部クリーンセンター所長  今の反対車線に止めて集積所でごみを収集してしま

う、こちらのほうを聞き取りしましたら、実際にございました。最近なんですけれ

ども、御指摘の御意見がございまして、再発防止に努めるように徹底させていただ

いております。以上でございます。  

〇上橋  これも含めて、あとほかのところも含めて、今回の事故で、この示談はし

ようがないんですけど、やはりこういうことはなくなっていくように、いろんな立

場の方が本当に意識を変えて、自分の一般質問でも意識というところを申している

ところなんですけれども、本当に意識を変えてこういうことをなくしていくことは

必要なことであると考えますので、その辺の教育、改めての教育をよろしくお願い

いたします。私からは以上です。ありがとうございます。  

〇田口  それではまず、４号議案から、北部クリーンセンターの大規模改修ですけ

れども、先日はお忙しい中、施設を見せていただきましてありがとうございました。

中の様子がある程度は分かったということで、助かりました。  

 まず、今回建て替えではなく大規模改修を選択した理由を教えてください。  

〇清掃施設課長  今回の改修につきましては、国の廃棄物処理計画により、清掃工

場の廃棄物処理施設の長寿命化が推進されていることから、北部クリーンセンター

の長寿命化の可能性について調査を行いましたところ、プラント施設の改修を行う

ことで施設の長寿命化が可能であることから、長寿命化工事を行うこととしており

ます。以上です。  
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〇田口  もし建て替えをした場合には、どのぐらいの予算がかかるというふうに計

算されましたでしょうか。  

〇清掃施設課長  北部クリーンセンターを同規模で建て替えると想定した場合、現

在処理能力１トン当たりの建設費は１億円程度となっております。ごみ焼却施設は

300トンなので、 300億円となります。また、併設しております粗大ごみ処理施設に

つきましては 56億円程度と想定しておりまして、建物を新築する価格で 356億円程度

の初期費用になると想定しております。以上です。  

〇田口  それでは、示されているとは思いますが、改めて大規模改修に対する国の

補助金の額を教えてください。  

〇清掃施設課長  長寿命化事業費約 141億円のうち 50億円を補助金として見込んで

おります。以上です。  

〇田口  それでは、その工事ですけれども、率直に申しまして、空きスペースがあ

まりなく、改修工事は結構難しいのではないかと感じました。工事において、例え

ば壁を撤去するなど、特徴的な工事の想定されることがあれば教えてください。  

〇清掃施設課長  北部クリーンセンターは、施設の規模に比べましてコンパクトに

できていることは確かでございます。長寿命化の工事におきましては、先ほど質問

にありました壁を抜く場所も一部ございます。その工法の選定ですとか工程の組み

方につきましては、相当のノウハウが必要になってくると考えております。今回の

工事の受注者につきましては、北部クリーンセンターの建設事業者でもありますし、

これまで運転維持管理も行っており、そのノウハウにつきましては十分、あとは実

績につきましても十分適切に工事を実施できるものと考えております。以上です。  

〇田口  それでは、工事期間中のごみの受入れ、そして特に完全に炉が停止する期

間とその対策を教えてください。  

〇清掃施設課長  工事期間中、３つある炉につきまして１炉ずつ工事を行い、基本

的には運転を継続しながら工事を行います。ただ、３炉のうちの１炉だけの運転に

なるときと共通系の工事をやる全炉停止の期間につきましては、ごみを処理し切れ

なくなる期間がございます。その期間につきましても、ごみの収集につきましては

継続し、処理し切れないごみにつきましては南部クリーンセンターで処理を行う計

画です。また、家庭からの可燃ごみの直接の持込みにつきましても継続する予定で

す。ただ、全炉停止など、あとは粗大ごみの処理施設の工事の期間中につきまして

は、その内容によりましては、一部持込みをずらしていただくなど、制限をさせて

いただくことも想定されます。その場合につきましては、ホームページ、広報など

で事前に市民の皆様にお知らせして、なるべく御迷惑のかからないように進めてま

いりたいと思っております。以上です。  

〇田口  その南部に持っていくと想定される期間ですけども、いつからいつまでと

いうこと、およそで結構ですので、教えてください。  

〇清掃施設課長  これはまだ計画中なんですけれども、令和６年につきましては３

か月程度、令和７年につきましては５か月程度、令和８年については３か月程度を
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想定しております。  

〇田口  事故なくスムーズに工事が進むことを祈っております。それから、建屋は

変更なしで、空きスペースもほぼ変わらないということでよろしいでしょうか。  

〇清掃施設課長  建物につきましては、外壁の塗装と屋上の防水工事を行いますの

で、建屋自体に変更はないので、空きスペース等につきましては変わりございませ

ん。以上です。  

〇田口  それでは、この工事に関しまして、近隣町会との意見交換や調整などは行

っていらっしゃいますでしょうか。  

〇清掃施設課長  地元船戸町会と山高野町会の方々とこの清掃工場の稼働の延長に

つきましては協議を行っておりまして、令和 23年度までの北部クリーンセンターの

稼働につきまして了承をいただいているところで、令和２年の５月に覚書を地元と

結んでおります。以上です。  

〇田口  工事そのものについての意見交換は行われましたでしょうか。  

〇清掃施設課長  工事につきましては、毎年２回程度、地元の方々に清掃工場の運

転状況につきまして報告する機会がありまして、その機会を通じまして進捗を報告

しているところです。現在は、事業者が決まったことにつきまして地元の方々にお

知らせしていまして、設計が進む段階で詳細につきまして地元の方々に説明を行い

たいということで、皆様にはお伝えしております。以上です。  

〇田口  住民からの意見はこれから聞いていくということでよろしいでしょうか。  

〇清掃施設課長  近隣の方々は、工事車両ですとか、周辺に対する音ですとか、そ

ういうことについて心配されているようなので、そういうことが決まり次第、皆様

にお知らせしていきたいと考えております。以上です。  

〇田口  それでは、契約なんですけれども、運転に関しては契約を結び直すという

形になるんでしょうか。  

〇清掃施設課長  北部クリーンセンターの長寿命化事業につきましては、長寿命化

の工事と運転維持管理、運営を行う者を一体で行う方式としておりまして、今回長

寿命化工事に併せまして、運転維持管理につきましても契約を同時に行います。以

上です。  

〇田口  今回性能がよくなるということでよろしいでしょうか。  

〇清掃施設課長  長寿命化工事では、高効率な機器に更新することで使用する電力

などの削減が見込まれると考えております。以上です。  

〇田口  ランニングコスト、経費削減はあり得るでしょうか。  

〇清掃施設課長  長寿命化工事で高効率な機器を入れることで、実際に使われる電

力につきましては削減が見込まれるんですが、電気料自体が今高騰しておりますの

で、実際の経費の削減率として、なかなか比較などは難しい状況だと考えておりま

す。以上です。  

〇田口  それでは、この大規模改修中ですけれども、市の職員の増減はあるでしょ

うか。  
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〇清掃施設課長  現時点では、長寿命化工事期間中の担当職員の増減は考えており

ません。以上です。  

〇田口  今回の工事の結果、燃焼効率ですとか、炉の温度などの変化はあるのでし

ょうか。  

〇清掃施設課長  ごみ焼却方式が変わりませんので、燃焼効率ですとか、焼却する

炉の温度などにつきましては変更ございません。以上です。  

〇田口  それでは、４号については以上で、次に６号についてお願いいたします。  

 指定管理者の指定です。市営住宅に関してなんですけれども、これは委員会が別

なんですけれども、議案第８号の件に関しまして、市営住宅に住んでいる方の内容

で、その指定管理者が、今回同じ指定管理者ということですので、どういうふうな

対応をなさったか、その業務の在り方について、今後のことも含めて関連するもの

ですので、ここで質問させていただきます。この指定管理者、この議案第８号の該

当者に対応した業者ということでよろしいでしょうか。  

〇住宅政策課長  指定管理業務の中に滞納対策が含まれております。この第８号の

方にかかわらず、全員の方に対して、滞納が始まった段階で指定管理者から電話連

絡等で支払いを促しているという状況です。結果的にそれを無視する方がどうして

もこういう状況に陥ることになっています。以上です。  

〇田口  具体的にお聞きしたいところがあるんですけれども、責任の有無という、

その点においては、別の委員会で議論されるところだと思いますけれども、最初の

一手といいますか、ボタンのかけ違いというようなものがいろんなトラブルの場合

はあったりもするんですけれども、この方と、それから指定管理者とのやり取りに

ついて、全部把握していらっしゃるわけではないでしょうけれども、詳細が分かれ

ば教えてください。  

〇住宅政策課長  指定管理者のほうから定期的に報告が上がってくる。それはこの

方に限らないんですけど、どういった対応をして、電話連絡をして滞納者に対して

支払いを促すというのがメインの業務になるんですけど、いついつそれを実施しま

した、そういった報告と、結果として相手方と話ができた場合には、こういうふう

な協議をしました、それが都度上がってくるという状況になっております。以上で

す。  

〇田口  令和３年２月に住宅政策課職員が訪問したとありますけれども、そこに至

る指定管理者と、それから住宅政策課職員とのやり取り、こちらが分かればお教え

ください。  

〇住宅政策課長  指定管理者のほうは、滞納が始まった時点で相手方に電話連絡を

して支払いを促すと。その報告が柏市のほうに来ますので、柏市としては、その滞

納者に対して、次のステップ、面会をして支払いを促す、そういったことが必要だ

というふうに判断をして、訪問してお会いしているという状況です。以上です。  

〇田口  指定管理者がどういう対応をしたかというのはなかなか見えづらいところ

だとは思うんですけれども、これがもし市の職員が初めから対応していたら、結果
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が違っていた可能性というのはないのでしょうか。  

〇委員長  田口委員、議案第６号、指定管理者の指定についてですから、８号と、

あまり他の委員会と関わらないようにお願いします。  

〇住宅政策課長  仮に市の職員が最初からやったらどうかというようなお話だと思

います。実際にやってみないと分からないところはありますけど、指定管理者も丁

寧に、親切に対応はしていますし、我々もそれに対して、それを受けて状況を把握

した上で対応しておりますので、結果は恐らく変わらなかったのではないかという

ふうに認識しております。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。議案第６号については以上です。  

 次に、第７号、お願いいたします。まず、このあけぼの山公園及びあけぼの山農

業公園についてですけれども、市民も含めて背景を理解するために、この所管が経

済産業部から都市部に移管した、この経緯をまず教えてください。  

〇公園緑地課長  今御質問のあったあけぼの山農業公園に関してですけれども、あ

けぼの山公園は古くから桜の景勝地であり、江戸時代から守り育ててきたさくら山

を昭和 45年、市が取得、その後、水生植物園及び日本庭園、柏泉亭等の整備を行っ

ている都市公園でございます。あけぼの山農業公園においては、農業振興の一環と

して、平成６年に従来の農業振興に加え、都市化の高まった市民からのニーズに応

えるため設置された公園であります。今回経済産業部から都市部のほうに移った経

緯なんですけれども、両公園に関しては、花を象徴とする公園の設置という基本方

針があり、また、今あった花とともに大切なひとときを過ごす余暇の場ということ、

あと布施弁天、本公園と、農といった独自の財産を生かして、新たなる価値を創出

する地域拠点の施設を目指すということを理念に掲げておりますので、それによっ

てメインとして今回都市部のほうに移った形となっております。  

〇田口  その時期を教えていただけますか。  

〇公園緑地課長  令和２年からでございます。  

〇公園緑地課主幹  令和３年度からになります。失礼しました。  

〇田口  それでは、この指定管理者についてなんですけれども、現在はあけぼの山

パートナーズで、代表企業が柏市まちづくり公社、このようになっているかと思い

ます。今回の入札で現在の指定管理者は応募したのでしょうか。  

〇公園緑地課長           以上でございます。  

〇都市部理事  すみません。ちょっと訂正させていただきます。         

                                     

                                     

                  以上です。  

〇田口  まちづくり公社、柏市の関連のところですけれども、要するにこちらが手

を引いたということでよろしいでしょうか。  

〇公園緑地課長  まちづくり公社からは、この指定管理者というのが既に随分一般

化になっているということで、今回は通常の企業に任せられるというような形で、
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応募しなかったと聞いております。以上でございます。  

〇田口  これは、詳細については私もなかなか分からないところがあるんですけれ

ども、市の関連団体が市のものを運営するというのは、私にとっては非常に自然に

映るわけなんですけれども、一般的になったという説明にはなるかもしれませんけ

れども、もう少し具体的に説明していただいてよろしいですか。  

〇公園緑地課主幹  まちづくり公社のほうに関しましては、今までまちづくりとい

うことでいろんな取組をされてきましたけれども、もう 18年たつんですけども、長

年あけぼの山の事業をやってきまして、もう十分民間でも運営していけるというこ

とで、まちづくり公社としてまちづくりを支援する段階を終えたということで、今

回手を引いたというか、そういう形になっております。以上です。  

〇田口  柏市内の農業の人ですとか、業者ですとか、そういったところを育てると

いう意味では、このまちづくり公社の存在というのは非常に私は大きいと思うんで

すけれども、この今回入札された企業、地元企業を育てるという観点では少し離れ

るのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。  

〇公園緑地課主幹  今回御提案があった事業者からも、今まで地元の企業さんとか

もまちづくり公社さんが委託とかいろんな連携をしてきたわけですけれども、そう

いうことは引き続きやっていきたいという御提案をいただいておりますので、その

点に関しましては、事務局としては問題ないかなというふうに思っております。  

〇田口  どういうふうに引き継いでいくかは報告を受けていますでしょうか。  

〇公園緑地課長  引継ぎに関しては、今指定管理者からやっている事業を聴取いた

しまして、それを次期指定管理者のほうにお話しして、どのようにやっていくかと

いうところを話して継続していくというような形になっております。以上でござい

ます。  

〇田口  間に市は入るんでしょうか。  

〇公園緑地課長  直接指定管理者同士では話をしないので、市のほうが中に入って

今調整しているというような形でございます。以上でございます。  

〇田口  今の指定管理者から市が話を聞いて次に伝えるというと、情報が正確には

伝わらないところがあると思うんですけれども、市が間に入るのはいい、しないと

いけないと思うんですが、直接３者で話合いの場を持つというのはないんでしょう

か。  

〇公園緑地課主幹  間に入るというのは、今回まちづくり公社、西武造園、あと新

しい日比谷花壇さんがいらっしゃるわけですけれども、４者合同で打合せをして、

今後もいろんな事業を引き継いでいきたいと。引き継いでいってほしいとか、そう

いう大切な事業に関しましては、しっかり引き継ぐ場を設けながらやっていきたい

なというふうに思っております。  

〇委員長  それでは、１時間になりますので、ここで暫時休憩いたします。  

              午前１１時  １分休憩  

                  〇            
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              午前１１時  ８分再開  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

 質疑を続行いたします。  

〇橋口  私からは議案第７号です。私も季節ごとに変わっていくあけぼの山農業公

園はよく行くんです。ヒマワリだったりを楽しみに行くんですけれども、あけぼの

山農業公園に来られている来園者の年齢だとか性別、そういったことについては調

べているんでしょうか。  

〇公園緑地課主幹  年代に関しましては、おおむね 70代以上が非常に多いという形

になっておりまして、そのほかに 40代が多いという形になっております。また、男

女比に関しましては、若干女性の方のほうが多いという結果が出ております。以上

です。  

〇橋口  あと、来園者の地域性なんですけれども、柏市はもちろんですけれども、

他市、他県からの来園者の状況はどんなふうになっているんでしょうか。  

〇公園緑地課主幹  ちょっと今手元に数字がないので、大体の数字になってしまい

ますけど、８割ぐらいは柏市内となっておりまして、そのほか２割、３割ぐらいは

外から来ているという形になっております。  

〇橋口  あと、今後来園者を増やしていくための戦略みたいなものは考えていらっ

しゃるんでしょうか。  

〇公園緑地課長  まず、他の公園と差別化を図るためには、やはり今重要である花

の施設の充実というものに力を入れていきたいと思います。また、その花がなくな

っている期間に関して、各イベント等を開催して、その部分、お客さんがいなくな

ったというところの部分を補強していきながら公園の発展につなげていきたいと考

えております。以上でございます。  

〇橋口  例えばなんですけれども、北柏ふるさと公園にあるような、飲食ができる

ような、ああいったしっかりしたものを造って来園者を呼び込んでいく、そんな考

えはないんでしょうか。  

〇公園緑地課長  今回新たな指定管理者の提案の中には、飲食に関しての充実とい

う項目も含まれていますし、そこら辺を含めて今後指定管理者ともお話ししながら

そちらのほうの提供も充実を図っていきたいというように考えております。以上で

ございます。  

〇橋口  ぜひともよろしくお願いします。あと、あけぼの山農業公園の設置目的と

して農業の振興も挙げられているんですけれども、指定管理者が何か農業振興につ

いて行う事業というものはあるんでしょうか。  

〇公園緑地課長  今までもやっていたものと同様に、地域で生産された作物とかを

使った新しい食べ物メニューのほうの開発、それに伴う販売、また各イベントにお

いて地域の特産物というものの販売というものを続けていきたいというような形で

考えております。以上でございます。  

〇橋口  続いて、４号、 10号に絡んでくるんですけれども、一般質問でもあったん
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ですけど、交通量が、物量拠点が野田にできますので、相当数増えてくるというこ

とで、県道、出入口がありますよね、清掃工場、北部の。あれ１車線でしたっけ。  

〇北部クリーンセンター所長  新潟運輸さんのところを曲がるところ、そちらを曲

がりまして、途中に柏寿荘がございます。そちらまでは両側交通で、下り坂になっ

て北部クリーンセンターに入るんですが、そちらからは一方通行になります。以上

でございます。  

〇橋口  県道から入るところ、その県道自体というのは１車線でしたっけ。  

〇北部クリーンセンター所長  ２車線でございます。  

〇橋口  右折レーンはないということですか。  

〇北部クリーンセンター所長  右折レーンは、小さいんですが、ございます。  

〇橋口  事故というのはいろんなものが重なって起きてくるわけで、１つ２つで、

例えば向こうから車が来なかったり、例えば右に行ったときに来なければ当然事故

は起きないし、様々なことが幾つも重なって事故って起こるわけですよね。そうい

ったときに、一般質問でもありましたけれども、当然物流拠点ができればトラック

輸送というのは相当増えてくるわけですよ。そのときに、毎回とは言いませんけれ

ども、事故が起きたということは常に委員会でも議論されていることなので、せっ

かくですので、土木部長がいますので、あそこら辺の道路改良というのは今後考え

られないんでしょうか。  

〇土木部長  中央幹道に降りていくところですね。ここに関しては河川事務所から

道路を借りています。国の江戸川河川事務所から道路を借りてやっておりまして、

左右にのり面があって、これのり面の高さかなり高い道路になっていますので、擁

壁等を造っていかないとなかなか広げることができないというのが現状でございま

す。以上です。  

〇橋口  物流ができれば、これ予想ですけれども、相当数増えてくるのは考えられ

ることなので、できる対策というのはしっかり行っていただいて、事故が起きない

ようにしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上

です。  

〇助川  監査もあるので、シンプルなところだけ、少しだけ確認と質問をさせても

らいたいところなんですけれども、まず４号のほうなんですけども、 140億 8,000万

円と。これ自分で質問していても、 140億と 141億と言ったりして、これいつもほか

の議案で思うんですけど、この 8,000万というのが誤差なのかなと思うと、約 140億

といって 8,000万を省いていいのかどうかと疑問を持ちながらいつも質問しちゃう

んですけど、先ほど約 140億という話が出ていましたけど、国のほうから 50億、柏か

ら 90億というところで、これ確認したいんですけど、今後この 140億 8,000万円とい

うのが、工事費等が増額する可能性があるのかどうかというところはどうなんでし

ょうか。  

〇清掃施設課長  物価の上昇によりまして、インフレスライド条項の適用などにつ

きましては今後想定されると思っております。以上です。  
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〇助川  そうなったときに、その財源としては、補助金は 50億だと思うんですけど

も、物価高騰が入ったときの財源というのは一般から来るのか、そのときの議案で

あったり議会での取扱いはどういうふうになる可能性が高いんですかね。  

〇清掃施設課長  契約額の変更が伴うものにつきましては、議会案件になるかと考

えております。増額分につきましては、基本的に国がそのときの物価の情勢につき

まして配慮いただくものが可能であれば、引き続き補助金につきましても増額を申

請していきたいと思いますが、基本的には起債と一般財源で担保するのかなと考え

ております。  

〇助川  老朽化ですので、４号については賛成の思いではいるんですけれども、副

市長、やっぱり一番怖いのは、私個人的には、令和 10年問題と柏市で言っているん

ですけども、今回の議会でも様々質問が出たと思うんですけども、これで 140億とい

うお話で、市立柏病院の話、これちょっと所管違うので、参考として金額というこ

とで触れさせてください。私たち議員が捉えているところでは、180億円というのが

現在のお金なんだけれども、お隣の船橋医療センターなんかでは、工事費 290億とい

うのが駐車場つきで 560億と倍近い金額に高騰で増えていくとなると、180億が 250億

とか 300億行っちゃうんじゃないかなとか、小中一貫校を造るとすると、 50億とか

60億でできるのかな、100億行っちゃうのかなとか、そごうの跡地を購入するとする

と、これ 10億、 20億じゃ絶対買えないだろうしというところで、令和 10年までに財

源大丈夫なのかなという不安を考えると、あとは、９月にもありました児童相談所

が三十七、八億が 53億になったんでしたっけね。という話もあったとすると、それ

が議員に対してあまりにも見えてきていないということにすごく不安を感じて、こ

の 140億というのにどういう判断をすればいいのかなというのがすごく悩むところ

なんですよ。ですので、長寿命化工事をやることは賛成なんだけども、財源として

見えてこない中で議員として賛成するかどうかというのは大変疑問が残る中で、副

市長、これ所管が変わっちゃうんですけど、そういったものをはっきりとさせて示

してもらうことは今後できないのでしょうか。もしくは３月予算のあたりでそうい

ったものが見えてくるものが何か出すことができないかだけちょっとお答えいただ

けないかなと。委員長、お願いしていいですか。  

〇副市長  御質問の件につきましてですけれども、まず第１に今回の議案第４号の

件につきましても、確かに今後物価上昇等に要するインフレスライド等々は想定さ

れないわけではないわけですけれども、これまでにおきましてもこの工事価格が適

正かどうかというのはかなり入念に精査した上で、今回ぎりぎりというか、本当に

必要な金額ということでお示しをさせていただいておるわけでございまして、今後

とも例えば増額であるとか工事の中においても、これはきっちり一つ一つ見てまい

りたい。私も自らこの工事につきましても一つ一つ数字を確認の上でお届けしてお

りますので、これは今後とも続けてまいりたいと思います。  

 あと、先ほどの全体ということですけれども、本会議の中でも御答弁あったかと

思うんですけれども、先が見えるものについては、比較的何年いつこういう費用が
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必要だというものはきちんとお示しをしてきたつもりですし、今後もしっかりとお

示ししなければいけませんし、ただ先行きがまだ分からないような構想段階、計画

段階のもの、こういったものも、やはり市の将来の財政需要というのがございます

ので、具体に個々の事業、遠い将来の何年幾らかというのは見えにくいかもしれま

せんけれども、トータルとして、市の財政がどうやって動いて、これがちゃんとコ

ントロールされる範囲に収まっているのか、こういったことについても、より市民

の皆様に分かりやす い ような形でお届け をするということは 今後努 めてまいりた

い、検討してまいりたいと思ってございます。私からは以上でございます。  

〇助川  ４号は以上なんですけど、今後総合計画等もあると思います。マスタープ

ランなどもあると思うので、ぜひ分かりやすいように努めてもらえたらという要望

にとどめておきます。  

 あと、１点だけなんですけども、第７号、あけぼの山農業公園についてというこ

とで、期待して賛成したいという思いを込めて確認したいんですけれども、今回指

定管理者で日比谷花壇さんが中心となってということで入ったと思うんですけれど

も、質問の内容としては、どんな公園にしていくか、期待したい公園像というもの

を確認したいなと思っているところです。どういうことかというと、特に花業界の

会社が指定管理者として入る事例が結構増えていて、私も結構行くのは見てきてい

る中で、近隣ですと、例えば大手だと、青山フラワーさんなんかは石岡のいばらき

フラワーパークだったりとか、あとニコライバーグマンってあるんですけど、箱根

に 10年ぐらいかけて造った箱根ガーデンズがあったりとか、またあと大手だと第一

園芸さんなんかがい ろ んな自治体なんか に入ってやったりも してい るんだけれど

も、これ有料の場所もあったりするんだけれども、あと大きいところになると、あ

しかがフラワーパークとか、国営ひたちなか海浜公園とかあったりするんだけれど

も、この日比谷花壇が入る中で、花というテーマの中でどんな公園像を期待したい

と思っているのか、何となくふわっとしたイメージでもいいんですけど、お持ちか

なということ聞きたいんですけども、指定管理者として判断した中でお答えいただ

ければありがたいです。  

〇公園緑地課長  今回意見がありました、どのような公園にするかということなん

ですけれども、柏を代表する花の名所づくりを推進し、こちらの日比谷花壇等のグ

ループ、今回のグループの持つ花と緑のノウハウを最大限に投入することで、明日

への元気をチャージする心華やぐフラワーパークという、こちらのほうを目指すと

いうことで話を聞いております。以上でございます。  

〇助川  漠然としたところなので、ちょっとあれなので、１つ聞きたいのは、これ

今後やっていく中で入園料を取るような方針になったりすることはないかというの

が懸念されるんですけど、その辺は話をされたりしていらっしゃいますか。  

〇公園緑地課長  今のところ入園料を取るというような考えございません。以上で

ございます。  

〇助川  最後です。大きなイベント等への参加料として、そういった参加費、もし
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くは体験料としてはいいんですけども、そういったところで柏の公園として使いや

すいというところでは、入園料という話にできるだけならないように、しっかりと

話はしてもらいたいと思っております。あとは、今後期待しております。昨日あけ

ぼの山農業公園のイルミネーションも見てきましたけども、多分こういったところ

が入ることによってより華やかなものになって、花ではないけども、光のフラワー

パークとして、夜も冬なんかも来るようになってくれるとありがたいと思いますの

で、そんな期待を込めて、賛成はしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。以上です。  

〇松本  ４号ですが、炉は含まれないですか。  

〇清掃施設課長  炉の整備につきましては、今回の長寿命化工事の中では含まれま

せんが、毎年定期的に炉の整備については行っておりますので、日常の維持管理の

中に含まれております。以上です。  

〇松本  その維持管理で耐久性は大丈夫でしょうか。  

〇清掃施設課長  炉の中には、耐火れんが等を積み重ねているんですが、そのれん

がにつきまして、日常の維持管理の中で毎年整備する場所を調査しながら適切に交

換をやっておりますので、炉自体の取替え、更新につきましては必要ないと考えて

おります。以上です。  

〇松本  建て替えの場合と長寿命化の費用の違い、運転期間の違いについてお示し

ください。  

〇清掃施設課長  長寿命化工事につきましては、今回は約 141億円で 18年間考えてお

ります。もし新築した場合ですが、通常ですと 20年程度で長寿命化工事を検討する

ような段階になると思っております。以上です。  

〇松本  １年当たりの費用はどちらが安いんですか。  

〇清掃施設課長  単純に比較はできませんが、老朽化した施設を維持管理する今回

の長寿命化工事のほうが、新築しての 20年と比べた場合は、維持管理費用につきま

しては高くなると考えております。以上です。  

〇松本  どちらがどう高いのかよく分からないんですけれども、燃焼効率も上がり

ますし、使う重油も減りますし、また売電もかなり増えると思うんですけれども、

それから使える期間が新築のほうがはるかに長いので、その点を考えてどちらが費

用が低くなるのかなと思うんですけど、いかがですか。  

〇清掃施設課長  清掃工場全体のライフサイクルとしまして、現在北部クリーンセ

ンターにつきましては 50年を考えております。今回 18年間延長して 51年たつ。 50年

を１つのライフスパンとして考えております。新築した場合と改修した場合につき

ましては、なかなか比較が難しいんですが、ライフスパンとしまして、今回の北部

クリーンセンターにつきましては改修のタイミングであると考えております。 51年

経過した 18年後につきましては、そのときの最新の設備等も含めて、新たな清掃施

設の建て替えにつきましても視野に入れながら検討してまいりたいと思っておりま

す。  
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〇松本  この長寿命化以外にどのような課題がありますか、北部クリーンセンター

について。  

〇清掃施設課長  長寿命化工事以外の課題につきましては、炉自体も更新していく

ので、特に大きな運転に関しての不安はないと考えておりますし、収集につきまし

ても問題ないと思っておりますし、あと周辺住民の方々になるべく迷惑がかからな

いように工事を進めることと、あとは工事期間中のごみの収集、ごみの持込み、受

入れにつきまして、なるべく問題ないように進めていきたいということが課題かな

と考えております。  

〇松本  私は、動線が問題かなと思っておりまして、その動線について問題意識は

ありますか。また、改善されますか。  

〇清掃施設課長  動線につきましては、基本的に持込みの動線につきまして、一方

通行でなるべく交差しないような形で現在進めております。工事期間中は、工事車

両ですとか持込みの車両、様々な車両が工場内を錯綜することになりますので、そ

の点につきましては十分我々も配慮しながら安全に注意してやっていきたいと考え

ております。  

〇松本  工事期間中の話ではありません。現状の動線の問題について、どのように

お考えですか。  

〇北部クリーンセンター所長  委員おっしゃるとおり、特に粗大ごみと可燃ごみに

お客様が進入される際に交差してしまうときがございます。私もそちらのほうを管

理者として懸念しております。今回長寿命化工事で、先ほど一部説明しましたが、

本体の長寿命化工事が終わりかけの頃に舗装の工事も併せて考えてございます。そ

の際に白線の表示とかルートのことにつきまして検討していきたいと考えてござい

ます。以上でございます。  

〇松本  粗大ごみのところで、坂をバックで上がっていくのがなかなか怖いところ

があるのですが、その点って改善されますか。  

〇北部クリーンセンター所長  おっしゃるとおりで、特にそちらの部分、大雨が降

ってしまうと冠水してしまうということもございますので、勾配を緩やかにできれ

ばいいと考えてございます。以上でございます。  

〇松本  続いて、７号ですが、先ほど入札参加者を教えていただきましたが、この

参加者というのは教えていただけるのでしょうか、理事。  

〇都市部理事  入札参加者については、先ほどちょっと述べてしまったんですけど

も、Ａ団体、Ｂ団体ということで言わなければいけなかったところ、誤って言って

しまいました。訂正させていただきます。すみません。  

〇松本  公的な団体ですので、柏市の関係団体なのでよいかと思いますけれども、

その辺は丁寧に答弁していただければと思います。  

 この７号で、採点のところで、費用の低減、５の２なんですが、零点、120点、零

点という形で、しっかりとコスト削減について評価をしております。この点につい

て、このような評価にしたのはどのような理由でしょうか。  
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〇公園緑地課長  今まで、委員のほうの感覚と言ったらいいんでしょうか、そちら

のほうで点数をつけたもの、それをきっちり明確に数値で表示ができるというよう

な形で、５の２に関してはこのような点数の仕方となりました。以上でございます。 

〇松本  この費用の削減については、これまであまり評価をされていなくて、高い

金額で充実した内容を提案したほうが取りやすいという問題がありました。頑張っ

て費用を削減しても指定管理者に選ばれにくいという問題がありましたが、今回の

ようにきちんと評価をすれば、よりコスト削減の意識が高まるかと思います。ちな

みに、この委員会ではないんですけれども、議案の５号のほうでは、32点、34点、32点

ということで、この項目で２点しか差がつかないということになっております。と

ころが、この７号のほうではしっかりと評価をして、120点差がこの項目でつくとい

うことで、今後役所全体でしっかりとコスト削減について評価をしていくという方

向で進めていただければと思います。  

 では続きまして、 10号ですが、この事故の内容についてお示しください。  

〇北部クリーンセンター所長  本件は、令和４年 1 1月２日に柏市あけぼの 四丁目

231番５先の道路上で発生したじんかい車の交通事故によるものとなります。この交

通事故は、じんかい車がクランクになっている道路を後進、バックでごみ集積所に

近づこうとした際に相手方となる原動機付自転車と接触してしまい、原動機付自転

車が転倒したという状況で、相手の方が負傷され、また原動機付自転車が破損した

ものになります。この事故によりまして、相手の方は治療費等が発生しまして、ま

たこの方が個人の飲食店を経営されている方で、休業補償、また慰謝料等々で総額

224万 373円を相手方に支払い、示談を締結しようとするものでございます。以上で

ございます。  

〇松本  この場所はスピードが出るようなところではないと思いますが、なぜこの

ような大きな事故になったんでしょうか。  

〇北部クリーンセンター所長  おっしゃるとおりで、じんかい車のほうは、先ほど

申し上げましたが、バックをする状況で、速度は 10キロ未満程度だったということ

で認識してございます。ただ、相手の方の原付自動車が真っ直ぐ直進してくること

に、道路がクランクしちゃっていたので、じんかい車がオートバイに気づかないで

そのままバックしてしまったので、当たってしまったと。転倒した際に、相手の方

が腰椎、頚椎など７か所ほど負傷されてしまったということで、治療費が大きくな

ってございます。以上でございます。  

〇岡田  私からも数点質問させていただきます。さっきからこの議案第 10号をちょ

っと聞いていて少し疑問になったことがあるので、お伺いします。じんかい車って

何人乗っているんですか。  

〇北部クリーンセンター所長  原則２名乗車になっています。  

〇岡田  分かりました。そうすると、何か作業していると、バックをもう一人の方

が誘導できなかったということに原因があったということなんでしょうか。  

〇北部クリーンセンター所長  御指摘のとおり、じんかい車がバックする際には、
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助手、一緒に同乗しているものが誘導することを基本ルールとして定めてございま

す。今回の事故においては、助手の方が誘導を怠り、先にごみを集積所に回収に向

かってしまったことも大きな要因だと考えてございます。以上でございます。  

〇岡田  私の理解では３人乗っていると思っていたんですけども、これは人員削減

とかで今２名ということなんでしょうか。  

〇北部クリーンセンター所長  おっしゃるとおり、３人で乗車するときもございま

す。原則２人なんですけれども、特に新型コロナ感染症のことがございまして、昨

年度までは３人乗ってしまうと感染リスクが高まるということで、２人乗車という

ことを推奨させていただいていました。以上でございます。  

〇岡田  分かりました。  

それでは、議案第６号のほうに質問を移りたいと思います。この６号の指定管理

者の指定について、事前の説明会の中で私どもの会派からも、１者入札に対する問

題意識というか、指摘が随分あったと思うのです。担当課としては、この１者入札

となった経緯というか理由、どういったことが原因で１者入札となっているとお考

えでしょうか。  

〇住宅政策課長  やはり何者かの応募があって競争してというのが望ましいという

ふうには思っています。我々としましても、１者になるという認識はありませんの

で、何者か挙げてくれるだろうというふうに思いながらも結果的に１者になってし

まったと。それは、もともとその業界として比較的小さいということもあろうかと

思うんですけど、一番大手の会社がこれまで 10年間、柏市で実績があってというこ

ともあるのかもしれないです。基本的に担当課としては、数者の応募を見込んだと

いう状況ではあるんですけど、結果的に１者になってしまいましたという状況です。

以上です。  

〇岡田  こういった市営住宅の管理については、管理そのものと、それから住んで

いらっしゃる方に対するサービスの提供という多分２本柱の仕事なのかなと思って

いるんですけれども、この評価表をちょっと見ると、サービスの面で 30点中 19点と

少し不安を感じるような数字になっているんですが、ここら辺の分析とか対応につ

いてのお考えをお聞かせください。  

〇住宅政策課長  やはり市営住宅、課題は高齢化と建物の老朽化ということになろ

うかと思います。その中の高齢化に対してどのようなサービスをしていくかという

のが一つの焦点ではありました。ただ、市営住宅、基本的にはきちんと管理をして

いく、プラスアルファという部分の提案は出ているんですけど、その評価がなかな

かしにくい部分がありまして、 19点ということにはなっているんですけど、これは

決して相手の出来が悪いとか、そういうことではありませんので、支障はない状況

で、通常の管理行為は約束がされているという状況だと思っています。以上です。  

〇岡田  そうしますと、これまで５年間になるのでしょうか、入居者からサービス

あるいは管理に関する指定管理者に対しての不満とか苦情のようなものというのは

なかったんでしょうか。  
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〇住宅政策課長  どうしても日々の管理、指定管理者、市が行う部分と入居者さん

が行う部分、例えば出るときに畳の表を替える、ふすまの張り替えをする、そうい

った場合の判断でどうしても苦情をいただくようなことはあります。そのときに指

定管理者の態度が悪いという、そういう状況で、市のほうにちょっとお小言をいた

だくというケースはあります。ただ、指定管理者、毎年アンケートを取っていまし

て、その入居者さんのアンケートの結果の中では、比較的いい結果が出ているとい

う状況です。以上です。  

〇岡田  これも会派説明会の中で説明があったんですけれども、たしか今の契約よ

りも今回の契約については指定管理料がかなり上がっているという御説明だったと

思うんですけど、ちょっとそちらをもう一回お聞かせください。  

〇住宅政策課長  今までの契約が５年間で２億 6,126万円です。それが今回は２億

8,400万円、５年間で約 2,200万円の増額を見込んでいます。これは、人件費の増と、

それから建物の老朽化、それから高齢化、それに対しての提案等を期待して金額を

上げているという状況です。以上です。  

〇岡田  大きなところは多分人件費だと思います。人件費については、私の記憶だ

と、以前この指定管理者に対して労働条件審査というような形で審査を入れていた

のかなと思っています。指定管理料が高くなった分だけ、きちんとその人件費に本

当に反映されているのか、あるいは働いている方たちの労働条件がきちんと守られ

ているのかというところも含めてしっかりと対応していただきたい。これは要望で

終わらせていただきます。以上です。  

〇坂巻  まず、４号の件ですけども、先ほど上橋委員の質問に、電力の件で他の施

設というような言葉が出たんですけれども、この中での他の施設というのはどこを

指すんでしょうか。  

〇清掃施設課長  学校ですとかいろいろ考えられるところはあると思うんですが、

その方法等につきましては、担当部署と協議をしていきながら、活用について検討

してまいりたいと思っております。  

〇坂巻  ここから学校というと一番近いのが田中北小だと思うんですけれども、そ

ういうような形で進めていくということですか。  

〇清掃施設課長  具体的な施設につきましては、今後検討させていただきたいと思

っています。以上です。  

〇坂巻  こういう案件を出したら、今の契約というか、この案件の中でどういうこ

とが可能かということを答弁すると思うんです。それが何か私には今のあなたの答

弁ですと非常に理解しにくいんですけども、それと環境部はＣＯ ２ とか緑化対策と

かを担当している所管ですよね。その中で、この工事に対してそういう配慮という

のはどのようになっていますか。  

〇清掃施設課長  今回の長寿命化工事につきましては、古くなったタービン発電機

の能力を 2,000キロワットに上げることで、施設内から出た蒸気を有効に活用してＣ

Ｏ ２ の削減を考えているところでございます。以上です。  



- 24 - 

 

〇坂巻  それと、建物の塗装とか屋上の防水なんていう説明がありましたけども、

それではその塗装に関してはどのように考えていますか。  

〇清掃施設課長  塗装につきましても、例えば遮熱塗料ですとか考えられるところ

ですが、今後の事業者との実施設計の中で協議してまいりたいと思っております。

以上です。  

〇坂巻  そういう工法にすることによって、私はこの契約の単価が結構大幅に違っ

ていると思うんです。私ペンキ屋じゃないので、よく分かりませんけども、当然遮

熱塗装のほうがそれなりに高くなるし、防水工事においても、防水のシートなんか

に対しても遮熱をしていくのか。あるいはまた、他の施設を見ますと、屋上緑化と

か、そういうことも考えるわけですけども、その辺はいかがでしょうか。  

〇清掃施設課長  事業費につきましては、総合的に環境に配慮するように要求水準

の中で示しておりまして、今後の実施設計の段階で環境配慮のついた設計について

検討されるものと考えております。以上です。  

〇坂巻  そうしますと、今考えられている予算の中で皆さんは収めるというふうに

思っているわけですね。  

〇清掃施設課長  物価の高騰は別としまして、今我々が示しております要求水準、

こういうふうな工事をしてもらいたい、運営をしてもらいたいということにつきま

しては、現在示されている価格で収まると考えております。以上です。  

〇坂巻  予算を組むときは、どういう工法であるとこのくらいの金額が出ますよと、

業者も図面を見てやるわけですよね。皆さんも当然そういうことで考えてやってい

るというふうに理解してよろしいですね。  

〇清掃施設課長  今回の事業の発注につきましては、設計と工事と運営を一括で発

注する、性能発注方式であるＤＢＯ方式という方式を取っておりまして、清掃工場

の長寿命化の工事と 18年間の安定的な運転管理につきまして、その性能を満たすと

いうことで発注をしております。具体的な設計の内容につきましては、今後我々も

入りまして、要求水準を満たすように設計を進めてまいりたいと思っています。以

上です。  

〇坂巻  工事をするとき、今おっしゃったのだと、改良工事が主体で、でも私さっ

き言ったように、環境部としては、柏市の緑化対策とかＣＯ ２ 対策等を所管してい

る本家本元ですので、当然そういうことも私は考慮してやるべきというふうに思う

んですよ。いかがでしょうか。  

〇清掃施設課長  環境部としまして、おっしゃるとおり、環境に配慮した施設整備、

運営につきまして求めてまいりたいと思います。以上です。  

〇坂巻  よろしくお願いいたします。それと、建物を 18年間、延命というのかな、

しますよと。ただ、ここで、部長なんかも御存じでしょうけども、私も地元の対策

委員会に出させてもらって、そこに来る人たちはもうほかに建ててほしいと。もう

ずっとここでやっているんだから、新たな場所を探してほしいということを言われ

ているんですけども、これ 18年の間にやろうとすると、もうそろそろいろんなこと
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も併せて担当としては考えていかなきゃならないと思うんですけども、その辺は部

長はどのように考えていますか。  

〇環境部長  委員おっしゃるとおり、今後 18年後については、基本的に建て替えも

しくは移転という形になるかと思います。特に清掃工場というのは、もし移転とな

りますと、周辺の住民の方々の御理解を得ること、また大規模な工事になりますの

で、事業の計画から実施まで多分 10年スパンで考えていかなきゃいけないかと思っ

ておりますので、今回の改修工事に併せて、今後 18年後のそもそも柏市のごみ行政

の在り方、ごみ処理の方法について検討に入るべきだと思っておりますので、並行

に進めてまいりたいと思っております。以上でございます。  

〇坂巻  そういうことで、どういう形になるか分かりませんけども、工事と併せて

18年後を見据えて、きちんとそこの段階で結論が出るように。 18年じゃないですよ

ね。当然５年、６年前にそういう方向性ができるような形で進めていってもらいた

いと思います。  

 ４号はそれで、あと６号の市営住宅の件なんですけども、結構空き部屋がありま

すよね。その空き部屋というのは、どのようにして埋めて、市の収入を増やそうと

いうようなお考えはありますか。  

〇住宅政策課長  空き部屋、どうしても古い建物の、エレベーターのない３階、４

階、上階は募集をしても入居がないという状況です。そういった状況をどう打開し

ていくかというのを実は今年度、市営住宅の在り方検討ということで、福祉部等を

含めて検討を進めているところです。その検討の中で打開策を見いだしていきたい

というふうに思っています。以上です。  

〇坂巻  福祉というと、やっぱり高齢者、そういうふうに捉えるんですけども、私

は場所によっては、根戸なんかはＪＲ北柏駅に近いんで、所得の少ない若い人、独

身でも妻帯者でも、そういう人たちが応募できるような、例えばお風呂を今あるお

風呂じゃなくて、もう少し若い人たちが応募できるようなことも考えたらいかがか

と思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。  

〇住宅政策課長  市営住宅の募集をするときに、高齢者の方、若い方、特にそれを

条件にしているということは、１人で住もうとした場合には 60歳以上とかという要

件を持っていますけど、若い方が手を挙げてくれれば、御夫婦で、もしくは子育て

世帯でも非常にありがたいと思います。ただ、いかんせんそういった方が少ないの

で、その辺の需要といいますか、ニーズを踏まえながら、今後ちょっと検討してい

きたいというような状況です。以上です。  

〇坂巻  私も後期高齢者になっちゃいましたけど、高齢者はきついですよね、階段

を上がっていくのは。それで、私は、若い人たちにも魅力のある、そういうような

形で進めていってほしいと思いますけども、よろしくお願いします。終わります。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ、質疑を終結いたします。  

〇都市部理事  すみません。先ほど議案第７号のところで選定されなかった事業者

の名前を発言してしまいました。発言を取り消すとともに、議事録からの削除をお
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願いしたいのですが。  

〇委員長  ただいま発言取消しの申出がありましたが、許可することでよろしいで

しょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  後刻、委員長と事務局で精査し、対応いたします。  

 それでは、採決に入ります。  

                              

〇委員長  議案第４号、工事の請負契約の締結について（柏市清掃工場基幹的設備

改良工事）を採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第４号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  続きまして、議案第６号、指定管理者の指定について（市営住宅及び共

同施設等）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第６号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  続きまして、議案第７号、指定管理者の指定について（あけぼの山公園

及び柏市あけぼの山農業公園）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第７号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  議案第 10号、示談の締結及び損害賠償の額の決定について採決いたしま

す。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で議案の審査を終了いたします。  

 執行部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。  

                              

〇委員長  次に、閉会中の所管に関する事務調査の件を議題とします。  

 お諮りいたします。本日の審査区分表に記載された調査項目について、閉会中の

事務調査項目と決するに御異議ございませんか。  

〇田口  前回閉会中審査で、駅前開発、それから篠籠田の浸水被害のことについて
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説明と、それから見学もできて非常によかったと思います。特に駅前開発につきま

しては、市民の方から情報がなかなか出てこないということ、それから議会質問の

中でも、説明会に参加した市民の数が少ない、周知があまりなされていなかったの

ではないかと、このような質問も出ました。そういった意味で、日程の調整等、難

しいところはあると思うんですけれども、この駅前開発の問題につきまして、今回

必ずという調整は難しいかもしれませんけれども、ぜひとも閉会中審査で検討、も

ちろん担当部署が積極的に案を持ってきてくれるのが一番なんですけれども、私た

ち議員もこの検討をして情報公開を進めていく、そのような閉会中審査をお願いで

きればと思っている次第です。以上です。  

〇委員長  この調査項目案の中で、特に御要望ということでよろしいですね。  

 ではまず、調査項目についてはこれでよろしいでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  今田口委員から特に要望が出ました。  

〇坂巻  私、一般質問でもしましたけれども、市でハザードマップ出していますよ

ね。あれ見ると、あちこち赤い丸がある。そこが内水氾濫というか、水が何かある

といっぱいあふれますよと。必ず言うことは、下水管が細いから、はき切れないと

いうんですけども、一般質問でも言ったように、そこに行く前に、宅地にそういう

水が行かないように、浸透性のものをやれれば下へ流れていかない。各家庭、ある

いは行政としては、道路とか歩道とか、そういうところに貯留できる、そういうも

のがやれるんですよね。そういうのをやるように。ここが危ないですよと市で出し

ておいて、それに対しての対策がまだまだ先です、下から管を直していますからと

いう対応ではまずいと思うんです。そういうことで、もし可能ならば、ちょっと私

よく分からないですけど、委員会としてそういう対策をやるように、申入れという

んですか、執行部に。予算の中でそういうことで考えて予算編成をしてもらいたい

というようなことができるのかどうかと思って委員長にちょっと相談したんですけ

ども、委員会でそういうふうに、早く市が仕事ができる、この地区にそういう被害

が大雨が降ったとき、ゲリラ豪雨が起きたときに被害が起きないような施策を取れ

るようなことを早くやりなさいよと言うというのはどうなのかなと思ったんです。  

〇委員長  事務局に確認しましたところ、先例があるということでございますので、

閉会中の審査のほうでやらせていただきたいと思います。  

 では、調査項目については御異議なしということで、さように決します。  

                              

〇委員長  次に、閉会中における委員会の所管事務調査の実施の件を議題とします。 

閉会中の所管事務調査については、必要に応じて開催することとし、正副委員長

に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  
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〇委員長  次に、閉会中の委員派遣の件を議題といたします。  

閉会中の審査及び調査案件の調査のため委員派遣を行う必要が生じました場合、

議長に対し委員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的及び経

費等の手続につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                              

〇委員長  次に、行政視察の件について議題といたします。  

 まず、冬の視察ですが、先例により１泊２日とし、予算は１人当たり６万 4,000円

以内となります。実施時期につきましては、皆様に日程の調整に御協力していただ

いた結果、１月 24日水曜日から 25日木曜日の１泊２日に決まりましたので、よろし

くお願いいたします。  

 続いて、視察項目及び視察先についてですが、私のほうで少し調べましたところ、

兵庫県姫路市の姫路駅周辺整備についての取組や鳥取市の鳥取市スマートエネルギ

ータウン構想についての取組はどうかと考えております。各市へ打診したところ、

視察受入れは可能との返事をいただいております。委員長としては、これら２市を

視察先といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、視察先は兵庫県姫路市及び鳥取市とし、そのほか詳細につき

ましては正副委員長に御一任願います。  

 なお、詳細は後日御連絡申し上げることといたしますが、急遽欠席する場合は事

務局まで御連絡ください。  

                              

〇委員長  続きまして、春の視察についてですが、日程と視察候補地の調整を行い

たいと考えております。調整に当たっては、ラインワークスのアンケート機能を使

用しまして、４月中旬から５月中旬までの間の皆さんの御都合を確認させていただ

きたいと思います。その際、各委員におきましては、希望する視察項目及び視察候

補地があれば、併せてお知らせください。  

                              

〇委員長  以上で本日の建設経済環境委員会を閉会いたします。  

              午後  零時３分閉会  


